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「労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会」において、令和 7年 2月か

ら、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて、検討が進められています。

令和 7 年 11 月下旬に開催された第 27 回の部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン見

直し案（新旧対照表）」が提示され、報道などでも話題になりました。

◆「同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案」のポイント

☆今回の見直し案により、新たな「同一労働同一賃金ガイドライン」の姿がほぼ明らかに

なっています。今後、微調整は入ると思いますが、追記などの変更を加えた理由が表示

されていますので、確認しておいて損はないと思います。

【厚生労働省】 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001598238.pdf
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□見直しの方向性

ここ数年の正社員と非正規雇用労働者との間の待遇差が争われた事件の最高裁判決（ハ

マキョウレックス事件、長澤運輸事件、メトロコマース事件、日本郵便事件など）の内容

を盛り込み、更なる明確化を図る。

……「退職手当」の項目を新設するほか、「各種手当（退職手当を除く）」の項目の中で、

上記の最高裁判決で争点となった手当（無事故手当、夏期冬期休暇、家族手当（配

偶者手当）、住宅手当など）の内容を追記・補強するなどの見直しが行われている。

□見直し案の形式

新旧対照表の形で示されており、追記などの変更を加えた箇所については、その理由を

表示（以下は、その例）。
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令和 7 年度税制改正により、基礎控除の見直し等（基礎控除の見直し、給与所得控除の見直

し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正）が行われました。

さらに、令和 8 年分以後の給与の源泉徴収事務においても対応が必要です。

どのような変更があり、どのように対応する必要があるのか？以下で、その注意点を整理してお

きます。厚生労働省から、「令和７年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されま

した。そのポイントを確認しておきましょう。

◆令和８年分以後の給与の源泉徴収事務における注意点

注意点① 扶養控除等（異動）申告書の記載事項の変更

令和 7 年分までの扶養控除等（異動）申告書には、「控除対象扶養親族」を記載することにな

っていましたが、令和 8 年分以後の扶養控除等（異動）申告書には、「控除対象扶養親族」に、

特定親族に該当する人のうち合計所得金額が 100 万円以下である人を加えた「源泉控除対象

親族」を記載することとされました。

注意点② 扶養親族等の数の算定方法の変更

令和 7 年分までの源泉徴収事務においては、基本的に「源泉控除対象配偶者」及び「控除対

象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが、令和 8 年分以後においては、

基本的に「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定

することとされました。

〈補足〉令和 8 年分以降の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」においても、基本的に

「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定す

ることとされました。

注意点③ 源泉徴収税額表の改正

令和 8 年 1 月 1 日以後に支払うべき給与については、令和 7 年度税制改正の内容を反映し

た「令和 8 年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求める必要があります。

〈補足〉「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」も改正されたので、令和 8 年 1 月 1 日以後

に支払うべき賞与については、「令和 8 年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の

表」を使用して、源泉徴収税額を求める必要があります。

★令和 8 年 1 月に支払う給与からの所得税の控除は、上記の新たなルールに沿って行うことに

なります。新たな扶養控除等（異動）申告書の記載内容などを確認し、新たな源泉徴収税額表

を用いるようにしましょう。

＜令和 8 年分 源泉徴収税額表＞

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm

令和 8 年分以後の給与の源泉徴収事務における注意点を確認しておきましょう
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「自動車や自転車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限

度額」が引き上げられました。そのポイントを確認しておきましょう。

◆いわゆるマイカー等通勤者の通勤手当の非課税限度額の改正のポイント

□この改正は、令和 7年 11月 20 日に施行され、令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通

勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）に

ついて適用されます。

2025 年もあと数日となりました。皆様にとってどのような 1年でしたでしょうか。

私は、色々な出来事があり、価値観が大きく変化 1 年でした。一度きりの人生ですから、

悔いのないよう丁寧に楽しく生きていきたいと強く思うようになりました。

2026 年はどんな 1年になっているのか、楽しみです。

本年も大変お世話になりました。2026 年もどうぞよろしくお願いいたします。

どうか良いお年をお迎えください。

マイカー等通勤者の通勤手当の非課税限度額が改正されました
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